
■提出場所：オートキャンプ場事務所

利用時間：日の出～午後５時 利用時間：日の出～午後５時

人 子供(小学生以下) 人 人

隻 艘  □その他（　　　　　　　 )艘

↑1.5kw以下のエレキ限定

□その他（　　　　　　　 )

↑駐車場利用時は記入 ↑別途利根漁業協同組合の定めによります
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↑1.5kw以下のエレキ限定

□その他（　　　　　　　 )

↑駐車場利用時は記入 ↑別途利根漁業協同組合の定めによります

湖面利用時間〔奥利根湖・ならまた湖利用計画6－2(2)〕

■ならまた湖利用届(奈良俣ダム)

●入湖届は、湖面利用者の安全を確保するための重要なものです。ダム湖利用時には必ず提出して下さい。記載情報は緊急時に関係機関（警察･消防
等）に提供する場合があります。〔奥利根湖・ならまた湖利用計画７－２(３)〕
●湖面利用時は必ずライフジャケットを着用してください。〔奥利根湖・ならまた湖利用計画４－１(１)〕

①年　 月　 日 令和 年 月 日 ②入湖開始時間
□午前

時 分
□午後 □午後

⑥代表者の住所

〒　　　　　　　　　　　

　　　　フリガナ

④代表者の氏名
⑤利用者の人数 大　人 合　計

分 ③出湖予定時間
□午前

時

　　ー　　　　ー 　　ー　　　　ー ⑦代表者連絡先(代表者本人の連絡先)  ⑧緊急時連絡先(代表者以外の緊急時連絡先)

□小型ボート
□カヌー
□カヤック
□SAP

⑪利用目的(複数可) □ 釣 り □ 遊 覧 □ ツアー □ 調 査

合　計

⑫そ 　の　 他

■ならまた湖利用届(奈良俣ダム)

●入湖届は、湖面利用者の安全を確保するための重要なものです。ダム湖利用時には必ず提出して下さい。記載情報は緊急時に関係機関（警察･消防
等）に提供する場合があります。〔奥利根湖・ならまた湖利用計画７－２(３)〕
●湖面利用時は必ずライフジャケットを着用してください。〔奥利根湖・ならまた湖利用計画４－１(１)〕

①年　 月　 日 令和 年 月 日 ②入湖開始時間
□午前

□午後
時 分

⑫そ 　の　 他

⑥代表者の住所

〒　　　　　　　　　　　

　　ー　　　　ー 　　ー　　　　ー ⑦代表者連絡先(代表者本人の連絡先)  ⑧緊急時連絡先(代表者以外の緊急時連絡先)

⑩車両ナンバー
（４桁）

⑪利用目的(複数可) □ 釣 り □ 遊 覧 □ ツアー □ 調 査

 ⑨利用船舶種類(内燃機関を伴う船舶利用は出来ません)

 ⑨利用船舶種類(内燃機関を伴う船舶利用は出来ません)

時 分
□午後

□小型ボート
□カヌー
□カヤック
□SAP

　　　　フリガナ

④代表者の氏名
⑤利用者の人数 大　人

③出湖予定時間
□午前

⑩車両ナンバー
（４桁）

奥利根湖・ならまた湖利用協議会

奥利根湖・ならまた湖利用協議会


